
赤い羽根 掛川市地区福祉協議会活動助成金交付要綱 
 

第１条 趣旨 

 掛川市社会福祉協議会会長（以下「会長」という。）は、住民が主役となる福祉社会の実現のため、住

民活動の拠点となる地区福祉協議会等（以下「地区福祉協」という。）が行う別表１の活動を支援するこ

とを目的に助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。 

 

第２条 助成の対象及び助成額 

(1)  助成の対象 

この要綱で定める助成の対象は、別表２に掲げる地区福祉協等とする。 

(2)  助成額 

助成額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、合計額が 15万円に満たない場合は、15万円と 

する。 

ア 基礎額 

交付前年度における会費納入世帯数に 200円を乗じて得た額 

イ 事務費 

60,000円 

 

第３条 交付の申請 

 助成金の交付を受けようとする地区福祉協等は、次に掲げる様式に必要書類を添えて、会長に申請

するものとする。 

(1)  赤い羽根掛川市地区福祉協議会活動助成金交付申請書 ･･･ （様式第１号） 

(2)  事業実施計画書 ･･･ （様式第２号） 

(3)  収支予算書 ･･･ （様式第３号） 

(4)  組織構成表 ･･･ （様式第４号） 

 

第４条 助成の決定 

 会長は、第３による交付申請書を審査し、適正と認めたときは、助成金の交付を決定し、赤い羽根掛

川市地区福祉協議会活動助成金交付決定通知書（様式第 5号）により通知するものとする。 

 

第５条 概算払いの請求手続き 

 交付決定を受けた地区福祉協等は、速やかに概算払い請求書（様式第６号）を会長に提出し、助成

金の交付を受けるものとする。 

 

第６条 事業報告 

 助成金の交付を受けた地区福祉協等は、事業完了後速やかに、次に掲げる様式に必要書類を添え

て会長に提出しなければならない。 

(1)  赤い羽根掛川市地区福祉協議会活動助成金実績報告書 ･･･ （様式第７号） 

(2)  事業実施報告書 ･･･ （様式第８号） 

(3)  収支決算書 ･･･ （様式第９号） 

 

 

第７条 その他 

  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成 20年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

（別表１） 



地区福祉協議会活動（例示） 

 

項目 活動の目的 活動内容（例示） （※）＝推奨活動 

企
画
委
員
会
の
開
催
・ 

活
性
化 

福祉活動を計画的に進め

る 

役員・リーダーの育成 

財源強化 

（※）企画委員会の設置・運営 

役員会・総会の開催、専門部会・支部会の開催、 

ボランティア定例会・連絡会 

役員・委員研修会、施設見学会、他地区への視察・交流 

ボランティアの募集・育成、グループの組織化 

チャリティーバザー・フリーマーケットの開催、 

募金活動、リサイクル活動 

地域版地域福祉活動計画の策定 他 

福
祉
の
土
壌
を 

育
む
活
動 

正しい知識・情報を広める 

福祉のイメージを変える 

福祉に関心をもってもらう 

福祉の心を育てる 

福祉だよりの発行、福祉講演会・福祉講座の開催、 

福祉まつり・キャンペーン・イベントの開催 

福祉映画会、ボランティア育成活動 

地元小・中・高等学校福祉教育事業との連携・協力 

地域の歴史や文化を高齢者から学ぶ活動 他 

福
祉
ニ
ー
ズ
を

把
握
す
る
活
動 

地域住民や当事者の意識

や要望を調べる 

地区内の点検活動 

（※）住民懇談会 

住民意識調査、高齢者等訪問聞き取り調査 

障がい者・高齢者・介護者の声を聞く会の開催・意識調査 

福祉マップの作成、遊び場調査・点検整備 

地区内の公共施設等の点検活動 他 

当
事
者
と
と
も
に
行
う
活
動 

地域住民が仲良くなる 

地域住民同士を知る 

地区ふれあい広場、地区文化祭への出展、 

ふれあい運動会、学校行事との連携、 

高齢者や障がいがある人の地区行事参加への援助 

世代間交流、外国籍の地区民との交流 他 

困っている人、孤独な人に 

出会い・交流の場を作る 

ふれあい・いきいきサロン（高齢者・子育て・介護者他） 

一人暮らし高齢者昼食懇談会、介護者のつどい 

一人暮らし高齢者への暑中見舞い・年賀状の発送 

高齢者と子どもとのふれあい活動 他 

身
近
な
顔
の
見
え
る 

 

範
囲
で
行
う
活
動 

支援の必要な人に対する 

お手伝い、支えあい活動 

見守り活動、生活支援活動、移動支援活動、昼食宅配

（定期活動） 

車いすの貸出、相談コーナーの設置、 

高齢者・障がい者を交えた地域防災訓練・予防活動 

子どもの登下校の見守り活動・放課後支援活動 他 

そ
の
他 

 

善行表彰、古切手回収、 

市及び市社協事業への協力、 

共同募金運動への協力 他 



（別表２）                    地区福祉協議会等表 

№ 組織名 № 組織名 

１ 第一小地区福祉協議会 19 原谷地区福祉協議会 

２ 掛川第三地区福祉協議会 20 桜木地区福祉協議会 

３ 城西地区福祉協議会 21 和田岡地区福祉協議会 

４ 掛川第五地区福祉協議会 22 曽我地区福祉協議会 

５ 南郷地区福祉協議会 

23 千浜地区 

千浜東地区福祉委員会 

６ 西南郷地区福祉協議会 千浜西地区福祉委員会 

７ 上内田地区福祉協議会 国浜地区福祉委員会 

８ 西山口地区福祉協議会 

24 睦浜地区 

三浜区福祉委員会 

９ 東山口地区福祉協議会 浜野区福祉委員会 

10 日坂地区福祉協議会 25 大坂地区まちづくり協議会健康福祉部 

11 東山地区まちづくり協議会福祉部 26 土方地区まちづくり協議会健康福祉部 

12 粟本地区まちづくり協議会福祉部 27 佐束地区まちづくり協議会福祉部 

13 葛ケ丘地区福祉協議会 28 中地区まちづくり協議会福祉部 

14 城北地区まちづくり協議会福祉部会 29 大須賀第一地区福祉協議会 

15 倉真地区福祉協議会 30 
大須賀第二地区まちづくり協議会 

福祉委員会 

16 西郷地区まちづくり協議会地域福祉部 31 
大須賀第三地区まちづくり協議会 

福祉委員会 

17 原泉地区福祉協議会 32 大渕地区福祉委員会 

18 原田地区福祉協議会   

 


